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栃木県森林作業道作設指針 

 

平成 23 年６月 17 日 環森政第 139 号 次長兼環境森林政策課長通知 

令和５年７月 10 日 林木産第 255 号 一部改正 

 

第１ 趣旨 

１ 指針の目的 

森林作業道は、地域の作業システムに対応して構築されるべきであり、作設技術は、地域の地形・

地質、土質や気象条件等を踏まえ、継続して使用することを前提として、林地保全に配慮しつつ、丈

夫でかつ簡易な構造とし、開設効果が最も有利となる路網配置とすることが重要である。 

本指針は、森林作業道を作設する上で考慮すべき最低限の事項を目安として示すものとし、森林作

業道の作設技術者が地域の条件に適合した森林作業道を作設していくための基礎となる情報として

定めるものとする。 

なお、森林作業道の作設に当たっては、この指針によるほか、近傍の施工事例を参考とするととも

に、地域において作設作業に十分な経験を有する者から技術的な助言を受けることが望ましい。 

本指針の内容については、作設技術者、森林所有者、施業の発注者、森林施業プランナーその他の

森林作業道の作設に関わる関係者が熟知すべきものである。 

また、今後、地域における取組を通じて新たな技術的な知見の蓄積も期待されることから、これら

の新たな知見の普及を図るため、本指針についても必要な検討を重ねながら随時見直していくものと

する。 

 

２ 森林作業道 

森林作業道とは、間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に

用いられる道である。森林作業道は目標とする森林づくりのための基盤であるため、対象区域で行う

森林施業を見据え、安全な箇所に、作設費用を抑えて経済性を確保しつつ、繰り返しの使用に耐える

よう丈夫に作設する必要がある。 

特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林、保育等の森林施業による次世代の森林づくり

のため、継続的に利用できるように考慮しなければならない。 

このほか、基本的な考え方は以下のとおりである。なお、各事項の詳細については第２以降に記載

する。 

（１）路体については、堅固に締め固めた土構造によることを基本とする。 

（２）線形については、土工量の抑制及び分散排水により路面浸食や土砂の流出等を防止するため地形

に沿わせた屈曲線形及び波形勾配とする。なお、地形、地質、土質、気象条件、地表水の局所的な

流入などの水系、地盤の深さなどの地下構造等について、資料及び現地踏査により確認し、無理の

ない線形とする。 

（３）林道又は公道との接続地点及び地形を考慮した接続方法を適切に決定するものとする。 

（４）作設箇所については、原則として 35°未満とし、人家、施設、水源地等の保全対象が周囲にな

い箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避け、迂回方法を適切に決定するもの
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とする。 

なお、以下の点に留意するものとする。 

① 急傾斜地の０次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所を通過しなければなら

ない場合は、通過する区間を極力短くするものとする。 

② 渓流沿いからは離し、濁水や土砂が渓流へ直接流れ込まないようにするものとする。 

（５）作設箇所について、やむを得ず傾斜 35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的

に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いの箇所を通過する場合は、地形、地質、土質、気象条件、保全対

象等との位置関係等の条件から適切な構造物の設置を検討するものとする。ただし、当該構造物の

設置により経済性を失う場合又は環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤーダ

等の組合せによる架線集材を行うものとする。 

（６）幅員の拡大、ヘアピンカーブの設置等により、潰れ地の規模が拡大するため、森林施業の効率化

だけではなく小規模森林所有者への影響にも配慮するものとする。 

（７）路線については、伐木造材、集材、造林、保育等の作業に使用する林業機械等の種類、組合せ等

に適合し、森林内での作業の効率性を高めるとともに、環境への影響に配慮した必要最低限の路網

密度となるよう配置するものとする。 

（８）造材、積込み、造林資材の荷卸、待避、駐車のためのスペース等の作業を安全かつ効率的に行う

ための土場等の平地や空間を適切に配置するものとする。 

（９）希少な野生生物の生息又は生育が確認された場合は、路線計画や作設作業時期の変更等の必要な

対策を検討し実施するものとする。 

（10）間伐等の森林施業や森林作業道の作設に当たって森林法（昭和 26 年法律第 249 号。以下「法」

という。）に基づく許可や届出（※）が必要となる場合がある。森林作業道の作設を円滑に実施す

るため、事業実施者は、あらかじめ所轄の環境森林事務所、矢板森林管理事務所又は関係市町に問

い合わせ、必要な手続きを確認するものとする。 

※許可や届出の例 

・ 林地開発許可（法第 10 条の２） 

・ 伐採及び伐採後の造林の届出（法第 10 条の８） 

・ 保安林における立木の伐採の許可（法第 34 条第１項） 

・ 保安林における作業許可（法第 34 条第２項） 

 

 

第２ 個別の留意事項 

１ 傾斜に応じた幅員と作業システム 

森林作業道については、土工量の縮減を通じて作設費用を抑制するとともに、土壌のかく乱を極力

避けるため、地形に合わせた作業システムに対応する必要最小限の規格とする。ただし、林業機械等

を用いた伐採、集材、造材等の作業の安全性及び作業性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限

って、必要最小限の余裕を付加することができる。付加する幅は、12 トンクラスの機械（バケット

容量 0.35 ㎥クラス）にあっては、0.5ｍ程度とする。 

作業システムに最も影響を与えるのは林地の傾斜であることから、おおよその傾斜区分ごとに、主
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に想定される作業システムを現行の林業機械等のベースマシンのクラス別に示し、これに対応する森

林作業道の幅員を示す。 

 

（１）傾斜別林業機械等別の幅員 

①傾斜 25°以下 

比較的傾斜が緩やかであるため、切土又は盛土の移動土量を抑え、土構造を基本とする。 

７トンクラスの機械（バケット容量 0.2ｍ３クラスのバックホウ）及び 12 トンクラスの機械（バケ

ット容量 0.35ｍ３クラスのバックホウ）をベースマシンとした作業システムの場合は、幅員 3.0ｍと

する。 

 

②傾斜 25～35° 

 中～急傾斜地であるため、切土又は盛土による移動土量がやや大きくなる。 

（ア）７トンクラスの機械（バケット容量 0.2ｍ３クラスのバックホウ）をベースマシンとした作業

システムの場合は、幅員 3.0ｍとする。 

（イ）４トンクラスの機械（バケット容量 0.1ｍ３クラスのバックホウ）をベースマシンとした作業

システム及び２トン積トラックが走行する場合は、幅員 2.5ｍとする。 

 

③傾斜 35°以上 

急傾斜地であるため、丸太組等の構造物を計画しないと作設が困難である。 

経済性が低く、環境面、安全面又は林地保全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤーダ等の

組合せによる架線集材を行うものとする。 

なお、森林作業道の作設を選択する場合には、４トンクラス（バケット容量 0.1ｍ３クラスのバッ

クホウ）をベースマシンとした作業システム及び２トン積トラックの走行に限られるものとし、幅員

2.5ｍとする。 

 

（２）幅員設定における留意事項 

森林作業道の幅員については、必要最小限の規格で設定するものであることを踏まえ、走行する林

業機械及びトラックの規格に応じて安全性に配慮しつつ、検討するものとする。 

 

２ 平面・縦断 

（１）平面曲線 

平面曲線は円曲線の設定を行わずに、林業機械の走行において内輪差や下り旋回時のふくらみを考

慮するなど安全に走行できるような線形とする。 

 

（２）縦断勾配の基本 

縦断勾配については、集材作業等を行う車両が木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる

とともに、波形勾配による分散排水が行えることを基本として計画し、また路面の固さや土質、路面

侵食の発生等を考慮するものとする。 
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縦断勾配は、あらかじめ固定化せずに地形に応じて柔軟に対応することとする。 

縦断勾配、地形、地質、土質、気象条件等から、路面侵食の発生、林業機械等の走行に危険が予想

される場合は、コンクリート路面工事等を施すとともに、周辺が水分を含むと滑りやすい粘土質の赤

土等である場合又は、コケ等の付着、積雪寒冷地における路面の凍結等が予想される場合は、コンク

リート路面工事等の表面に箒掃きによる滑止めを施すなどの工夫をするものとする。 

 

（３）縦断勾配設定における留意事項 

縦断勾配については、岩や良く締まった礫質土であるなど現地条件が良い場合にあっては概ね  

10°（18％）以下とし、土地の制約等からやむを得ない場合にあっては短区間（概ね 100ｍ程度以下）

に限り概ね 14°（25％）程度とし、敷砂利等の簡易な路盤工により侵食を抑えるものとする。 

他方、火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の土質、崖すい地帯など現地条件が悪い場合には、

路面等の侵食、路体崩壊の発生防止及び走行の安全性を考慮して、縦断勾配を上記より緩勾配とする。 

 なお、森林施業を行う区域内のみでは、路面侵食の防止措置を要する区間が長くなる、２トン積ト

ラックの安全な走行が確保できなくなる等の場合には、縦断勾配を緩勾配とするため、当該区域に隣

接する森林の所有者等との調整を行った上で経由区間を設けるよう努めるものとする。 

 

（４）曲線部及び曲線部の前後の区間の縦断勾配 

急勾配区間と曲線部の組合せは避けるものとし、やむを得ない場合は、曲線部を拡幅するなど通行

の安全を確保するものとする。また、木材等を積載した林業機械等の下り走行時の走行の安全を確保

する観点から、Ｓ字カーブを連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるものとする。 

ただし、地形、地質、土質、気象条件からそのような組合せを確保できない場合は、当該箇所での

減速を義務付けるなど、運転者の注意を喚起するものとする。 

 

３ 排水施設 

土構造を基本とする森林作業道では、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可

能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うとともに、排

水先を安定した尾根部や常水のある沢にするなどして、路面に集まる雨水を安全、適切に処理する。

ただし、これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入

若しくは滞水がある場合は、状況に適した排水施設を設置するものとする。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

（１）排水施設は、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有

無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。 

（２）排水溝を設置する場合は、維持管理を考慮し、原則として開きょとする。 

（３）丸太を利用した開きょやゴム板などを利用した横断排水施設を設置する場合は、走行する林業機

械等の重量や足回りを考慮するものとする。 

（４）コンクリート路面工等を設ける場合は、山側の地山とコンクリート路面工等の境界からの地中へ

の浸透水、地表面の侵食の発生、路面水の長い区間の流下等が生じないように横断排水施設を設置

する等による適切な排水を行うものとする。 



- 5 - 

（５）横断排水施設の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩石で水たたきを設置するほか、必要

に応じて植生土のう等を設置するものとする。 

（６）水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、

必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工や植生土のう等で盛土のり面の保護措置をとるものと

する。なお、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転

落事故を防止するため、外カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。 

（７）湧水、地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定し

た上で、適切な形状及び間隔で側溝などを設置しその場で処理することを原則とする。 

（８）小渓流の横断には、原則として洗い越しを施工するものとする。洗い越しを施工する場合は、丸

太や岩石を活用し、必要に応じてコンクリートを用いるものとする。洗い越しは、路面に比べ低い

通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流

水が集中して流速が高まることのないよう水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止す

るものとする。 

（９）洗い越しの上流部及び下流部に流速を抑えるための水溜を設けるダム工は、渦や落差による侵食

を引き起こすおそれがないように留意しながら、現場の状況、施工地の降雨量や降雨特性を勘案の

上、設置するものとする。 

 

４ 切土・盛土 

森林作業道は、路体の締固めを適切に行い、堅固な土構造によることを基本とする。 

締固めの効果は、 

・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること 

・ 雨水の浸透を防ぎ、土の軟化や膨張を防ぐこと 

・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えること 

などにあることを十分理解し、車両が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものと

する。 

また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小

限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにするもの

とする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和

36 年法律第 191 号）をはじめとする各種法令に則して適切に処分するものとする。 

（１）切土 

切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる

空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行うものとする。 

切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に 1.5ｍを超えざるを

得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し 1.5ｍ程度以内とすることとし、高い切

土が連続しないようにすることが望ましい。 

切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は６分、風化の進度又は節理の発

達の遅い岩石の場合は３分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾

配を調整するものとする。 
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緊結度が高く、切土高が 1.2ｍ程度以内であるときは、直切により実施することができる。 

なお、切土のり面は、浮石等を除去した後は整形を行わない荒仕上げとする。ただし、雨水による

侵食の防止、凍上崩落の抑制等の必要性に応じては、最小限の範囲内で法面整形、法面保護工（吹付

工等）を実施することができる。 

 

（２）盛土 

① 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、森林作業道の幅員、林業機械

等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。 

堅固な路体を作るため、地山に段切りを行った上で、極力表土を取り除いた土により盛土を行

い、締固めは概ね 30ｃｍ程度の層ごとに十分に行うものとする。 

なお、根株や枝条残材などの有機物を盛土路体に完全に埋設して路体を構築すると、将来的に

路体支持力を損ない、盛土崩壊の発生を引き起こすおそれがあるため行わないものとする。 

② 表土は極力土羽部に使用し、根株や枝条残材などの有機物は土羽尻に流出しないよう敷並べるも

のとする。 

  また、盛土のり面は、表土が流出しないよう締固めを行う。 

③ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね１割より緩い勾配とする。また、

やむを得ず盛土高が２ｍを超える場合は、１割２分より緩い勾配とする。 

なお、急傾斜地では、堅固な地盤の上にのり止めとして丸太組工、ふとんかごや２次製品を設

置すること、石積み工法等の採用をすること等により、盛土高を抑えながら、堅固な路体を構築

するものとする。 

④ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、

締固めを繰り返し行うこと、構造物を設置すること等を行い、路体に十分な強度を持たせるように

するものとする。 

⑤ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、

盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、第２の３に留意

して排水施設を設置するものとする。 

⑥ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行

って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。 

 

５ 構造物等 

森林作業道は、土構造を基本としているが、地形、地質、土質、気象条件等の条件、幅員の制約等

から、林業機械等の走行における安全の確保や路体を維持するために構造物を設置する場合は、丸太

組工、ふとんかご等の簡易な構造物、コンクリート構造物、鋼製構造物等の中から以下を参考に、必

要な機能を有する工種及び工法を選定するものとする。なお、構造物については、現地条件に応じた

規格又は構造の施設を設置するものとする。 

（１）流入水や地下水の影響による軟弱地盤の箇所を通過する必要がある場合は、水抜き処理、側溝の

設置等を実施するものとし、そのほか、必要な路面支持力を得るため、敷砂利を実施することがで

きる。 
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（２）コンクリート路面工を実施する際は、箒掃きを行う等の滑り止めを施すものとする。 

（３）２トン積トラックなど接地圧の高い車両が走行する場合には、路面支持力が得られるよう特に強

固に締固めを行うとともに、必要に応じて荷重を分散させるため丸太組等による路肩補強工を実施

するものとする。 

 

６ 伐開 

立木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、以下を参考に幅員に

応じた必要最小限となるよう検討するものとする。 

（１）斜面の方向、気象条件等の考慮 

① 路面の乾燥又は植生の繁茂を促す必要のある箇所では、伐開幅を広めにする。 

② 植生が繁茂しやすく除草作業を頻繁に行う必要がある箇所、立木に風害、乾燥害を招くおそれが

ある箇所では、伐開幅を狭めにする。 

③ 林縁木の枝から滴下する雨滴により、路面又はのり面の侵食が発生しやすい箇所は、伐開幅を広

めにする。 

 

（２）土質条件及び風衝の考慮 

① 締まった土砂又は粘着性の高い土質の箇所は崩れにくいことから、切土高が低い場合には、伐開

幅を狭めにする。 

② 崖すい等の粘着性の低い土質の箇所は、切土高にかかわらず崩れやすいことから、立木が切土の

り頭に残らないよう伐開幅を広めにする。 

③ 風衝の影響を受ける箇所は、切土のり頭の立木が風で揺れることにより、土質条件にかかわらず

切土のり頭部の地盤を緩める原因となりやすいことから、立木が残らないよう伐開幅を広めにす

る。 

 

（３）運転者の視線誘導等の考慮 

路線谷側に沿った立木については、路肩部分を保護し、林業機械等運転者の視線を誘導し、走行上

の安心感を与える等の効果が期待できることから、林業機械等の走行の支障とならない範囲で残存す

るものとする。 

 

 

第３ 周辺環境への配慮 

森林作業道は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲に存在する場合

には、作設しないものとする。ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要

な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工

等を設置する等の対策を講じるものとする。 

また、事業実施中に希少な野生生物の生息又は生育情報を知ったときは、必要な対策を検討し実施

するものとする。 
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第４ 管理 

森林作業道は、特定の林業者等が利用する森林施業専用の施設であるため、施設管理者はゲートの

設置、施錠等により、一般の車両の進入を禁止するなど適正な管理を行うものとする。 

間伐や主伐の作業期間のほか、造林や保育の作業期間等においても利用頻度及び車両の走行性を勘

案しつつ、定期的な巡視を行うとともに、崩土除去、路肩の強化、横断排水施設の設置、路面整正、

枝条散布等による路面の養生等の維持管理を行うものとする。特にマサ土や火山灰土では他の土質と

比べて降雨による土砂流出量が多く、横断溝や側溝が埋まりやすいと考えられることから、その機能

が維持されるよう早めに状況を確認し、維持管理を行うものとする。 

なお、森林作業道の管理主体を明確にするとともに、適切に維持修繕等を行えるよう、管理主体

は森林作業道台帳を作成するものとする。 


